
１　総括

 (１) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）　人件費には、特別職に支給される給与や報酬などが含まれています。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には、退職手当は含まれていません。

      ２　職員数は、２５年４月１日現在の人数です。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれています。また、

      　職員数には当該職員を含んでいません。（※当町においては任期付短時間勤務職員の在職者はありません）

114 461,017 62,075

　　　　　　Ａ

人

5,501693,273

千円
25年度

6,081

一人当たり給与費

職員数

千円

歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

（平成26年1月1日）

給　 料 職員手当
区　　分

鞍手町の給与・定員管理等について

区　　分
　　　　　　Ｂ

　　　　　千円
25年度

人　

人件費

Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　　　％　　　　　　　千円 　　　　　千円

（参考）類似団体平均

1,093,427

実質収支

15.0

人件費率

　　　　　　％

（参考）

24年度の人件費率

　　計　　Ｂ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり

15.5

期末・勤勉手当

126,626

千円

7,289,37417,059

　　　　　千円

給与費 B/A

170,181

千円 千円

1



（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を

　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指

　　　　数です。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　３　平成２４年及び平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとし

　　　　た場合の値です。

　（ラスパイレス指数の変動理由）

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

給料表の改定実施時期 実施内容

平成27年4月1日

 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ平均2％、高齢層については4％引下
げを実施しました。また、激変緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保
障）を実施しています。
　他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを行いました。

本町では、一般行政職99名のうち経験年数が20～25年の者が22％を占めており、この区分に属する多くの者が平成26年
に昇格等により上位級に決定されたため、平均給料月額が増加しラスパイレス指数が上昇する要因となりました。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (１) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）　一般行政職とは、行政職の職員のうち、税務職と保健師職の職員を除いたものです。

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

※　民間データは「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを掲載しています。（平成２２～２４年の３ヶ年平均）
※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではあ
　りません。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員において
　は前年度に支給された期末・勤勉手当を、民間においては前年に支給された年間賞与等の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸
　　　　手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも
　　　　の）で算出しています。
      ３　個人情報保護の観点から、対象となる職員が１人の場合は、個人の特定を避けるため、平均年齢、平均給料月額等の欄
　　　　をアスタリスク（＊）としています。

（２) 職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円
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（注）１　国の大学卒初任給は、一般職試験（大卒程度試験）の場合です。
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福岡県 43.2 337,166

313,860類似団体

5,269,600うち学校給食員

鞍手町

313,800

125,400

424,788

──

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

54.2
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（国比較ベース）

職員数

11

373,665

338,750308,300

2

平均年齢

55.8
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（３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）１　経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合は採用後の年数を、採用前に民間などに勤務した経験がある場合はその期
　　　　間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。
　　　２　平成２６年地方公務員給与実態調査に基づくものです。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

（注）１　鞍手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（２) 昇給への勤務成績の反映状況

該当者なし

　　円

388,300

422,600320,600

289,200

261,900

　　円

最高号給の
給料月額

該当者なし

359,133

　　円 　　円

366,200 456,200

　　円

　　円

185,800 307,800

　　円

経験年数２５年以上３０年未満

383,133

　鞍手町では、新しい人事評価制度の構築に向け準備を行っています。当面は、勤務評定を利用して昇給への勤務成績の反映を行い
ます。

　　円

経験年数２０年以上２５年未満

400,600

　　円

308,300

該当者なし

　　円

243,700

該当者なし

306,643

該当者なし

　　　　　　　　％

5

230,350 268,933 319,831

区　　　　分

６　級

　　円

222,900

経験年数１０年以上１５年未満

255,317大　学　卒

１号給の
給料月額

該当者なし

360,200

高　校　卒

経験年数１５年以上２０年未満

一般行政職

　　　　　　　　人

高　校　卒
技能労務職

5.0

　　　　　　　　人

2.0

該当者なし中　学　卒

構成比標準的な職務内容（平成２０年度から）

135,600

職員数

主任主事

38

　　円

　　　　　　　　人

2

区　　分

５　級

主査
　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

主事

４　級

0

班長・事務局長補佐

　　円

15

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

２　級

７　級

会計管理者・課長・事務局長

　　　　　　　　％

28

15.2

　　　　　　　　％

会計管理者・課長・事務局長

　　　　　　　　人

11

１　級

３　級

11.1

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

354,700

0.0

38.4

28.3
主幹

　　　　　　　　人

　　円

5.0% 0.9% 2.0% 
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４　職員の手当の状況

（１) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２５年度支給割合） （２５年度支給割合） （２５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】 勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

（２) 退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (３) 地域手当（２６年４月１日現在）

千円

 　円

％ 人

 (４) 特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

 　円

千円

千円

千円

 (５) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

主な支給対象業務

伝染病防疫作業従事職員

し尿処理場作業

国の制度（支給率）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　役職加算　５％～１５％ 　役職加算　５％～２０％

0.65

　管理職加算　１０％～２５％

21.62

0.65

43.70

行旅病人及び死亡人取
扱作業

行旅病人及び死亡人取扱作業
従事職員

手当の種類（手当数）

伝染病防疫作業手当

30.82

27.0250

36.570

194

0

1.35

職制上の段階、職務の級等による加算措置

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

し尿処理場作業手当

国

22,925

25,976

　 ％

2.60

１人当たり平均支給額（２５年度）

1.45

36.570

52.44

52.44

　定年前早期退職特例措置(２％～２０％加算)

148

1.35

1.45

し尿処理場作業従事職員

支 給 実 績 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

43,360

行旅病人及び死亡人
取扱作業手当

52.44

手当の名称

支給実績（２５年度決算）

　定年前早期退職特例措置(２％～４５％加算)

左記職員に対する支給単価

1,526

支給実績（２５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

　役職加算　５％～２０％

1,411

鞍手町

―

0

27.025021.62

鞍手町

職制上の段階、職務の級等による加算措置

１人当たり平均支給額（２５年度）

鞍手町

0.65

支給対象職員数

主な支給対象職員

国

1.45

支給実績
（25年度決算）

52.44

52.44

43.70

30.82

0

伝染病防疫作業 作業一回につき５００円

0

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

　管理職加算　１０％～２５％

0

0

0.0

支給率

福岡県

0

1.35

52.44

2.602.60

鞍手町では、鞍手町職員勤務評定要領に基づき全職員を対象に勤務評定を行ってます。
その評定結果により、平成２５年度は支給率を１００分の６４．５から１００分の９２．５に決定して勤勉手当を支給しました。

作業一回につき１，０００円

月額２，０００円

　 ％

3

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）
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（６) その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

円

円

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合にお
　　　　ける退職手当の見込額です。
　　　３　地方自治法の改正により、平成１９年４月１日から助役は副町長に変わり、収入役は廃止されました。
　　　４　平成２５年４月から当分の間、特例により町長５１割→４２割、副町長３０割→２５割（教育長２５．２割→２１割）
　　　　の退職手当抑制措置を行っています。

給

料 700,000副　　町　　長

国の制度と

退
職
手
当

区　　　分 給　　　料　　　月　　　額　　　等

13,284

256,6775,390

5,538

千円

409,200

854,000

345,000 157,000

0

180,000

442,806

230,000

399,000

（参考）類似団体における最高／最低額

2.60

69万8千円×在職年数×420／100

243,000

2.60

61万0千円×在職年数×250／100

報

酬 議　　　　　　員

備　　　　考

副　　町　　長

副　　町　　長

副　　議　　長

町　　　　　　長

610,000

議　　　　　　長

議　　　　　　長

町　　　　　　長

（２５年度決算）

258,000副　　議　　長

職員が管理又は監督の
地位にあるときに支給
課長10% 班長9%

手　当　名

扶養手当

住居手当

議　　　　　　員

　　（２５年度支給割合）

期
末
手
当

308,000

（２５年度決算）

最も経済的かつ合理的
と認められる通常の通
勤経路・方法により算出
した額（例：２キロ以上５
キロ未満の自家用車使
用月額2,000円）

同じ

内容及び支給単価

同じ

千円

千円同じ

698,000

420,000

360,000

　　（２５年度支給割合）

管理職手当

管理職員特別
勤務手当

同じ

町　　　　　　長

平均支給年額

55,380

との異同

12,888

千円

借家・借間などの居住
にかかる費用を負担し
ている職員に月額2万
7,000円を限度に支給

国の制度
異なる内容

同じ
配偶者1万3,000円、そ
の他の扶養親族は1人
につき6,500円

支給実績

11,726,400

6,100,000

支給職員１人当たり

207,877

管理又は監督の地位に
ある職員が、臨時又は
緊急の必要等により週
休日等に勤務した場合
に支給
１勤務につき4,000円

通勤手当

任期毎

任期毎

0千円

6



６　職員数の状況

（１)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

衛　　　生 7 7 0

税　　　務

農林水産

10

5

            [ 192］      [０］

0

56.86

0

0

82.65 人

＜参考＞

平成２５年

1

民　　　生

1

対前年
増減数

3

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

141

29

平成２６年

職      員      数

3

29

議　　　会

一
般
行
政
部
門

総　　　務

商　　　工

0

△ 1

3

98

△ 1

0

△ 1

△ 2

△ 3

70.03

計

（類似団体の人口1万人当たり職員数

土　　　木

教育部門

病　　 　院

合　　計

そ　の　他

31

＜参考＞

・病院事業地方独立行政法人化に伴う派遣職員
一部期間終了による減員（▲1）

人）

・休職者人事担当課付による減員(▲１）

（類似団体の人口1万人当たり職員数

66.24

2

28

113115

27

1617

12

28

1

小　計

            [ 192］

普
通
会
計
部
門

10

11

5

142

13 15

2

97

3

公
営
企
業
等
会
計
部
門

水　 　　道

小　計

4

7

4下　水　道

7

主な増減理由

業務範囲拡大による増員（１）

0

・保育士の退職不補充(▲２)
・民生一般と介護保険事業の部門間における事務分担見直しによる
減員(▲１）

△ 1

業務範囲拡大による増員（１）

89.01

＜参考＞

人

人）

・民生一般と介護保険事業の部門間における事務分担
の見直しによるる増員(1)

2
・保健センター等施設と介護保険事業の部門間における事務分
　担の見直しによるる増員(1)

人

7



（２)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

　

(３)職員数の推移

（単位：人・％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

97

２６年
過去５年間

の増減数（率）

118

184

302

27歳 31歳

32歳

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

44歳

104

17

98

18

51歳
～

56歳52歳

141

２４年２１年

1

計

27

113

16

121

23

28

一般行政

教　育

20歳

区　分

36歳28歳 40歳

123

～

20歳

～ ～

24歳

142

126

17 17

183188

普通会計 計

△ 56.1304 141321

２３年 ２５年

115

189

114 101

132

２２年

109

17

314総合計

公営企業等会計 計

60歳

～～ ～

59歳

～

43歳

人

39歳

人人

141

23歳 55歳

人 人人 人人

未満

人 人

4
職員数

2

35歳 47歳

16

△ 19

△ 14.9

△ 11.1

～

26 14

△ 14.4

△ 17

△ 2

以上

人

～

人

△ 180

人

48歳

△ 85.2△ 161

25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20歳未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60歳以上 

％
 

構成比 ５年前の構成比 
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７　公営企業職員の状況
　(１)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費

（注）　当町においては、平成25年度資本勘定支弁職員の在職者はありません。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。

　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　

（２５年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分 千円　

（ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況）

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 千円　

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 0 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

１人当たり平均支給額（２５年度）

1.45

43.70

団体平均

306,399

期末・勤勉手当

13,933

　役職加算　５％～１５％

0.65

給　 料 職員手当

区　　分

２５年度

2.60

52.4452.44

区　　分

団体平均

30.82

21.62

36.570

職員数

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　定年前早期退職特例措置(２％～２０％加算)

0

団体平均 509,358

１人当たり平均支給額（２５年度）

45.0

1,575

1.35

342,822

鞍手町

千円　

平均月収額

△17,661

　質収支

千円　

職員給与費比率

める職員給与費比率

21.4

　　　　　　Ｂ／Ａ

純損益又は実総費用

Ａ  

総費用に占める

一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A

（参考）団体平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ｂ　

％％　　　　千円

24.6

２４年度の総費用に占

6,1227 29,175 3,390 43,592 6,227

　　　　　　Ａ

千円

　（参考）

65,645

千円

平　均　年　齢 基本給

363,811

千円

鞍　手　町 48.1

　　　　　　区　　分

２５年度

52.44

27.0250

鞍手町

１人当たり平均支給額（２５年度）

千円

1,455

千円　　　　　千円

11,027

人

543,041
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ウ　地域手当

（２６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％ ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円0
管理職員特別

勤務手当

管理又は監督の地位に
ある職員が、臨時又は
緊急の必要等により週
休日等に勤務した場合
に支給
１勤務につき4,000円

同じ 0 千円

0

0支給実績（２５年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ） 169

支給実績

支 給 実 績 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

0.0職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度）

0手当の種類（手当数）

支給対象地域 支給対象職員数

0.00.00鞍手町 0.0

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

国の制度（率）支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

支給実績（２５年度決算）

一般行政職の制度（率）

0

0

1,180

平均支給年額
一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容 （２５年度決算）

支給職員１人当たり

205,500扶養手当

124

手　当　名 内容及び支給単価

822同じ

同じ 194 千円 38,740

住居手当

借家・借間などの居住
にかかる費用を負担し
ている職員に月額2万
7,000円を限度に支給

管理職手当

通勤手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

904 千円同じ 451,878
職員が管理又は監督の
地位にあるときに支給
課長10% 班長9%

291 145,500

最も経済的かつ合理的
と認められる通常の通
勤経路・方法により算出
した額（例：２キロ以上５
キロ未満の自家用車使
用月額2,000円）

千円同じ

配偶者1万3,000円、そ
の他の扶養親族は1人
につき6,500円

991

（２５年度決算）

千円
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８　職員の厚生福利制度の状況（全職員対象）

(１)職員の健康管理

人

(２)職員の福利厚生

139

　労働安全衛生法に基づき、職員の健康管理状況を把握し、健康障害や疾病を早期に発見するため、全職員を対象として定期健康診
断を行っています。

短期給付事業

内　　　容

病院にかかったときの医療費などの保健給付、休業給付

福祉事業

福岡県市町村職員共済組合の福利厚生事業

主な事業

長期給付事業 年金などの給付

健康の維持・増進に関する保健事業

　なお、これ以外にも、職員が納めた会費で運営されている鞍手町職員互助会が、各種厚生事業を行っています。

　　　　　　88万1,232円町費負担額

　地方公共団体は、地方公務員法第４２条の規定に基づき、職員の健康維持や元気回復などの福利厚生計画を立て、実施していま
す。鞍手町では、社会保険制度として加入している福岡県市町村職員共済組合が、地方公務員等共済組合法に基づき、職員と市町村
が分担して拠出した財源を使って主に次のような事業を行っています。

受診者数

定期健康診断の実施状況（平成２５年度決算）
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